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令和６年第５回定例教育委員会 
 

 

                     令和６年５月２３日（木）午後３時００分 

                                  江別市教育庁舎 大会議室 

出席者   教育長       黒 川 淳 司 

     委 員      林   大 輔 

委 員       須 田 壽美江 

  委 員      麓   美 絵  

委 員      新 館 忠 義 

 

説明員  教育部長    佐 藤   学 

教育部次長   新 山 千 穂 

学校教育支援室長 

堂 前   敦 

総務課長    山 崎 浩 克 

総務課主幹   鎌 田 和 仁 

学校教育課長  稲 田 征 己 

学校教育課参事 五十川 範 明 

教育支援課長  水 口   武 

給食センター長 三 浦   洋 

対雁調理場長  井 上   滋 

生涯学習課長  田 中 紀 克 

生涯学習課主幹 星 野   真 

スポーツ課長  松 井 正 行 

情報図書館長  表     誠 

郷土資料館長  堀 井   修 

郷土資料館参事 兼 平 一 志 

記録員  総務課総務係長 伊 藤 麻 美 

傍聴者  なし 

 

１ 報告事項  

（１）学校施設の暑さ対策について                   

（２）令和５年度学校評価の結果報告について      

（３）令和５年度江別市立学校における働き方改革推進計画（第２期）取組検証及び 

   取組状況実態把握の結果について              

 （４）江別市学校給食の在り方検討委員会委員の委嘱について     

 （５）江別市旧町村農場リニューアルオープンについて        
（６）令和５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関する報告について                                 

（７）セラミックアートセンター開館３０周年記念 鈴木藏の志野展の開催について    

 

２ 審議事項 

（１）令和６年議案第２７号 

江別市立学校管理規則の改正について             

（２）令和６年議案第２８号 

江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱について      

（３）令和６年議案第２９号 

江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補欠委員の委嘱について         

（４）令和６年議案第３０号 

江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱について       

（５）令和６年議案第３１号 

江別市文化財保護委員会委員の補欠委員の委嘱について     

 

３ その他 

○次回教育委員会予定案件について 

○令和６年第６回定例教育委員会の日程について 
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黒川教育長 

須田委員 

（開 会） 

ただいまから、令和６年第５回定例教育委員会を開会いたします。 

本日の議事日程は、配付のとおりであります。 

会議に先立ち、本日の会議録署名人を林委員にお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

１の報告事項（１）学校施設の暑さ対策についての報告を求めます。 

山崎総務課長お願いします。 

報告事項（１）学校施設の暑さ対策について、ご報告いたします。 

現在、教育委員会では、市長部局と協議しながら、学校施設の暑さ対策を進めていると

ころであります。本報告は、令和５年度補正予算および令和６年度当初予算に基づく対策

事業の進捗などについて、ご説明するものでございます。 

資料をご覧ください。 

はじめに、１移動式冷房機器の購入でありますが、令和５年度補正予算に基づく対策事

業であり、（１）事業概要といたしましては、学校内で気軽に涼をとることができるスペー

スの整備を目的に、これに必要な移動式冷房機器を各学校の判断で購入、設置するもので

ございます。 

（２）進捗状況でありますが、令和５年度予算で購入した機器は学校への納品が完了し

ており、購入数は市内２５校合計で、スポットクーラー４８台、大型扇風機３５台です。 

（３）設置場所につきましては、今年の夏に向け、各学校において検討中でありますが、

図書室、体育館、児童・生徒玄関などが予定されております。 

次に、２保健室へのエアコン設置でありますが、令和５年度補正予算に基づく対策事業

であり、（１）事業概要といたしましては、令和５年夏の記録的な暑さを受け、江別太小学

校を除く市内２４校の保健室にエアコンを設置するものでございます。 

（２）進捗状況でありますが、令和６年２月に、市内を３つの地区、８校ずつに分けて

設置工事を発注しており、現在、工事は順調に進んでおります。現時点では、６月末日ま

でにすべての保健室において、エアコンの設置が完了する予定です。 

次に、３普通教室等へのエアコン設置に向けた実施設計でありますが、令和６年度当初

予算に基づく事業であります。 

（１）事業概要といたしましては、今後、市内２５校の普通教室等にエアコンを整備し

ていくにあたり、令和６年度は、小学校のうち半数にあたる８校において実施設計を行い

ます。この設計により、エアコン設置工事に必要な設計図、機器・部品の詳細のほか、費

用見積、工事工程、作業人工などを把握するものでございます。 

（２）令和６年度対象校でありますが、今年度、実施設計を行うのは、記載の８校です。 

（３）対象校選定の考え方につきましては、小学校を優先することとし、エアコン設置

による効果の視点から、校舎の古い学校、規模の大きな学校から進めるという考え方に加

え、地区の均衡や中学校区を考慮し、総合的に検討したものでございます。 

資料は以上でありますが、学校施設の管理を担当する総務課といたしましては、市内小

中学校全体のエアコン整備が早期に進むよう、引き続き、庁内関係部署との協議、調整等

を密としながら、関連業務を進めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

ただいま報告のありました、学校施設の暑さ対策について、質問等がございましたらお

受けします。 

エアコンの設置に向けて動いているということで、非常にありがたい話だと思います。

一つ、夏休みを長くして、冬休みを短くするような案もあったと思うのですが、その辺の

状況がどうなっているか教えていただけますか。 

夏季休業と冬季休業の延長に関してですけれども、昨年１２月に学校管理規則を改正し、

今年度、夏休みに関しましては、昨年度より６日延びて３０日、一方冬休みに関しまして

は、２日短くなって２３日、夏冬合わせて５３日ということで、それまでは合わせて５０

日という制限がありましたけれども、合計５６日までと延ばした中で、今年度は５３日と

いう予定となっております。以上です。 

他に質疑ございませんか。 

エアコンの令和６年度対象校、ここに令和６年度に設置されるというわけではなくて、
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設計までという理解でよろしいでしょうか。 

須田委員のお見込みのとおりで、今年度は実施設計という、いわゆる計画づくりまでと

なります。以上でございます。 

今年度計画づくりで、来年度設置されると思ってよろしいのでしょうか。 

実施設計を行いましたら、通常はその設計に基づきまして、早期に工事に移っていくと

いうのが、一連としての工事の考え方でございます。ただ、大きな予算を伴いますことか

ら、教育委員会と市長部局が今後さらに、実際の工事に向けて協議をしたうえで予算要求

を行って、市議会で予算を確保していく、こういう流れで進んでいくことになりますので、

今の段階で確実に来年と言うことはできない状況だとご理解いただければと思います。以

上です。 

他に質問はございませんか。（なし） 

それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（２）令和５年度学校評価の結果報告についての報告を求めます。 

鎌田教育政策担当主幹お願いします。 

報告事項（２）令和５年度学校評価の結果報告について、ご説明いたします。 

学校評価は、学校運営の改善を図り、教育水準の向上に努めるため、江別市立学校管理

規則第１０条の規定に基づき実施するものであり、各学校が教育活動その他の学校運営の

状況について自己評価を行い、その結果に対して、学校運営委員会が学校関係者評価を行

う仕組みとなっております。 

 資料の２ページをお開きください。この表は、各学校から提出されました自己評価書に

記載の評価分野数、評価項目数、自己評価の達成状況、学校関係者評価による評価の状況

を集計したものです。令和４年度の自己評価においては、一部の学校で「ややよくない」

というＣ評価が見られましたが、令和５年度は、自己評価及び学校関係者評価ともに肯定

的なＡ又はＢ評価のみとなっております。これらの具体的な説明につきまして、３ページ

以降に記載しております。 

 ３ページの １．評価分野数及び項目数について、江別市では経営方針の重点、教育課

程・学習指導、生徒指導の３分野を必須としておりましたが、令和５年度からは、小中一

貫教育の本格導入に伴いまして、小中一貫教育を必須分野に追加しております。このほか、

各学校が独自に設定した分野を加えて、全部で概ね４から６分野での評価を行っておりま

す。また、各分野における評価項目数は、各学校の判断に委ねる方法を採っております。

令和５年度における、これらの平均値につきましては、資料に記載のとおりとなっており

ます。 

 今回、小中一貫教育の分野を追加したことにより、小中学校を合わせた平均分野数及び

項目数は微増しております。 

 次に、２．自由選択した評価分野の主なものにつきましては、必須の４分野以外で各学

校が自由選択したものとして、健康安全指導等が１０校、保護者・地域との連携が８校、

特別支援教育が５校、働き方改革が３校、道徳教育及び事務・教育環境等がそれぞれ２校

となっております。 

 自由選択分野については、各学校の経営方針等に対応した分野が設定されており、経年

で変化を把握するために継続して評価項目とするものが多くなっていますが、各年度の経

営方針や重点目標等に応じて設定する項目もあり、毎年見直しが行われている傾向があり

ます。 

４ページをご覧ください。３．自己評価結果につきましては、円グラフに記載のとおり、

左の小学校では「よい」というＡ評価は７３．５％で、前年度より１２．７ポイント増加

しており、一方、右の中学校ではＡ評価は５８．５％で、前年度より７．５ポイント減少

しております。 

中学校では、Ａ評価がやや減少したものの、全ての項目で、Ａ又はＢの肯定的な評価と

なっており、新型コロナウイルス感染症により制限されていた教育活動が再開されてきた

こと、小中一貫教育が本格実施となったこと、児童生徒の学力向上が図られていることな

どが、全体的に高い自己評価を維持する要因となっていると考えられます。 

 ５ページをご覧ください。４．自己評価書作成に係る評価会議について、開催状況を記

載しております。小学校では開催回数３回が１校、４回が４校、５回が１校、６回が４校、
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７回以上が７校、中学校では３回が１校、４回が２校、５回が１校、６回が３校、７回以

上が１校となっております。 

 次に、５．学校関係者評価については、棒グラフに記載のとおり、左の小学校では、自

己評価の適切さについて、「よい」というＡ評価の割合は９０．５％、改善策の適切さにつ

いて、Ａ評価は９３．４％、右の中学校においても、それぞれ９７．６％、１００％とな

っております。 

 小中学校ともにＣ、Ｄの否定的な評価はなく、全ての学校で、自己評価が適切に行われ

ていると評価されております。 

 ６ページをご覧ください。学校関係者評価における意見総数につきましては、全体で 

１３１件であり、内訳は小学校が９２件、中学校が３９件となっております。 

この意見を大別して、評価の項目設定、評価の個別又は全般に対するものを「分類Ａ」、

分野に関わる改善方策や日頃感じていることなどを「分類Ｂ」として区分しますと、「分類

Ａ」は２３件、「分類Ｂ」は１０８件となり、これらのうち主なものを７ページ以降に記載

しておりますので、後ほどご参照ください。 

 学校評価の結果につきましては、各学校のホームページ等で公開しており、学校間で情

報共有が可能となっておりますが、教育委員会としましても、結果を共有、活用しながら、

かさ上げの意味での平準化に向けた助言等に取り組んでまいります。 

 また、現在、学校評価の結果が未更新等の学校がありますが、公表の趣旨として、保護

者のほか地域住民や関係機関等に広く伝えることが求められていることから、ホームペー

ジ掲載及び更新に努めるよう該当校に働きかけを行ってまいります。 

 なお、公表対象としている学校別の「自己評価及び学校関係者評価書」の写しを別冊と

して添付しておりますので、併せてご参照願います。 

 説明は以上です。 

ただいま報告のありました、令和５年度学校評価の結果報告について、質問等がござい

ましたらお受けします。 

少し気になったところなのですが、いずみ野小学校の自己評価が他の学校と比べてすご

くＢ評価が多くて、学校関係者評価の方もＢ評価で、他の所と比べたらちょっと厳しいと

感じたのですが、これは何かありましたか。 

Ｂ評価の割合が比較的多い学校が、いずみ野小学校の他３校ほどありますけれども、こ

れらの学校は、評価分野、項目について、基準を高めに設定している傾向が見られます。

また、Ｂ評価が多い項目につきましては、いじめ・不登校対応でありますとか、学力向上、

小中一貫、働き方改革など、今日的な課題の部分が多く、これらは各学校では確実に取り

組んでいるところですけれども、さらなる充実の観点からＢ評価に留めるなど、学校によ

っては、少し厳しく評価している傾向がございます。学校関係者評価についても同様に厳

しく評価されております。 

他に質問はございませんか。（なし） 

それでは、本報告について終了してよろしいですか。  

（一同了承） 

次に、報告事項（３）令和５年度江別市立学校における働き方改革推進計画（第２期）

取組検証及び取組状況実態把握の結果についての報告を求めます。 

稲田学校教育課長お願いします。 

報告事項（３）令和５年度江別市立学校における働き方改革推進計画（第２期）取組検

証及び取組状況実態把握の結果について、ご説明いたします。 

資料の１ページをご覧ください。 

はじめに、江別市教育委員会では、教育の質の向上などを目的に、令和４年２月に江別

市立学校における働き方改革推進計画（第２期）を策定し、計画に基づく様々な取組を進

めてきております。 

また、計画では、市教委は毎年度、取組の検証を行い、取組状況の実態把握に努めると

定めており、この度令和５年度における取組の検証と取組状況の実態把握を行いましたの

で、その結果をご報告いたします。 

Ⅰ目標の達成状況についてでありますが、計画で設定した目標は、教育職員の時間外在

校等時間を１か月で４５時間以内、１年間で３６０時間以内とするものです。 

令和５年度の教育職員の時間外在校等時間につきましては、１ページから２ページにか
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けて、小学校、中学校、全体と、それぞれ２種類のグラフで表しております。上の棒グラ

フが一人当たりの平均値を月ごとにグラフにしたもので、下の折れ線グラフは、個々の職

員について、月４５時間を超過した職員の割合を月ごとにグラフにしたものです。 

資料３ページをご覧ください。 

４令和５年度の目標達成状況をご説明いたします。 

時間外在校等時間が１か月で４５時間を超過した職員の割合は、小学校は年間平均 

２０．９％、中学校は３８．０％、小中全体では年間平均２６．７％でありました。 

また、年間の時間外在校等時間は、３６０時間を超過した職員は、 

小学校で２２１名５２．４％、中学校で１３６名６１．８％、全体では３５７名５５．６％

となっております。 

資料４ページをお開き願います。 

次に、Ⅱ取組検証についてでありますが、４ページから７ページにかけて、計画におい

て、市教委が独自に重点的に実施すると位置付けた６つの取組、及び令和５年に新たに実

施した２つの取組について、学校管理職へのアンケート調査により、５段階の評価を行っ

ております。 

また、８ページには、計画に記載している取組のうち、今後、重点的に取り組むべきと

考えるものを調査した結果を集約しております。 

資料９ページをご覧ください。 

Ⅲ総括についてご説明いたします。 

まず、時間外在校等時間についてですが、令和４年度と令和５年度の比較において、1人

当たりの平均値は小中学校とも減少傾向にあります。 

また、月４５時間を超過した職員の割合も令和５年度は減少傾向にありますが、小学校

では５月と７月、中学校では４月と９月で前年度より増加しています。 

これは昨年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症相当へ移行されたことによ

り、教育活動がコロナ禍以前の活発な状況に戻ったためと考えております。それらを踏ま

えた上で、時間外在校等時間の減少と教育活動の推進を、バランスを取って進めていく必

要があります。 

また、令和５年度の時間外在校等時間について、平均値では目標値である月４５時間を

下回っていますが、その一方で、多い月で約半数の職員が月４５時間を超えています。こ

のことから、学校職員の業務の平準化をより進めて行く必要があると考えております。 

さらに、中学校では、部活動指導等が長時間勤務の一端と考えられることから、令和６

年度は３つの部活動へモデル的に部活動指導員を導入するとともに、中学校全校に自動採

点システムを導入して学校をサポートし、これらの取組の効果を確認の上、効果があるも

のは、拡大・推進していきたいと考えております。 

次に、休憩時間等についてですが、１５ページの取組状況実態把握の中で、業務が延び

て休憩時間まで及ぶことがあったと回答した学校が８割ございました。また、文部科学省

の調査では、依然として業務の持ち帰りがあることが示されておりますので、これらの 

時間外在校等時間に表れない勤務実態も考慮する必要があると考えております。 

次に、市教委が独自に実施する取組についてですが、アンケート調査では、いずれの取

組においても肯定的な意見が多く、市教委の取組が、学校における働き方改革の推進に一

定程度寄与していると考えられます。 

一方、令和５年１２月に校務用端末を仮想化したことについては、意見が分かれました。

導入に関する業務や、初期不良への対応等が発生したためと考えられますが、引き続き効

果的な利活用について検討・共有して行きたいと考えております。 

次に、今後の取組についてですが、市教委においては、効果的・効率的な専門スタッフ

の配置に努めていくほか、学校への調査に当たっては、Ｇｏｏｇｌｅフォームなどを活用

し、可能な限り学校に負担がかからないよう配慮するなど、引き続きＩＣＴを積極的に活

用した業務推進を支援していくとともに、地域・家庭と連携した取組について支援いたし

ます。 

また、学校においては、令和６年度から導入するＡＩドリルや自動採点システムを積極

的に活用し、教頭をはじめとした学校職員の業務の平準化など、働き方改革を推進してい

きます。 

資料１０ページをお開き願います。 
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Ⅳ取組状況実態把握についてでありますが、こちらは１０ページから１８ページにかけ

て、道教委が実施した調査を活用し、計画に関連する取組状況の実態を資料としてまとめ

ております。 

なお、１８ページの後ろには、ページ番号は付けておりませんが、別紙として、市教委

が独自に実施する取組に関するアンケートの自由記載欄の回答を添付しておりますので、

ご確認くださいますようお願いいたします。 

説明は以上です。 

ただいま報告のありました、令和５年度江別市立学校における働き方改革推進計画（第

２期）取組検証及び取組状況実態把握の結果について、質問等がございましたらお受けし

ます。 

質問ではないのですが、この結果を見て感じたことを伝えさせていただきたいと思いま

した。令和５年度の取組について、先生方のアンケートで、ほとんどの方が良かったとい

うふうに答えているのに、半分くらいの方がまだ目標を達成していないという結果が少し

残念だと感じましたけれども、それだけ先生方が今まで負担が大きくかかってお仕事をさ

れているんだということも感じましたので、先程聞いたとおり、これからもたくさんいろ

いろな取組をしながら、先生方が負担なく、子ども達に笑顔で接してもらえるように皆さ

ん一緒に協力していただけたらいいなと思いました。以上です。 

他に質問はございませんか。 

市教委の独自の取組が概ね評価されているというということで、良い取組をされたので

はないかと思います。 

その中で一つ、校務用端末の仮想化、こちらも利便性が向上するという見込みでスター

トしたと思いますけれども、初期設定等で少しトラブルがあったという話もありました。

こちらは、今後、利便性だったり、セキュリティを向上させたり、結果的に生産性を向上

させていくことになると思いますが、どのような使い方というか、活躍が見込めるという

お考えなのか教えていただけますか。 

校務用端末の仮想化につきましては、これまで２台あったパソコン、学習用、校務用、

それを１台にまとめるということで、使い分ける煩わしさが無くなっており、また、職員

室以外で業務をすることができる、自分の教室で校務を処理することができる、そういっ

たことを今後も続けていただいて、今後どのような形で変化していくか見ていきたいと考

えております。 

このアンケートの中で、若干否定的な意見もあるようですが、それを改善していくとい

うことでよろしいでしょうか。 

先生方のご意見等を参考にしながら、対応を検討していきたいと考えております。 

以上です。 

それともう１つ、基本的なところを教えていただきたいのですが、教職員の皆さんの時

間の把握の仕方というのは、学校単位で統一されているのでしょうか。 

教員の先生たちの滞在時間に関しましては、Ｃ４ｔｈというシステムがございまして、

その中で出退勤の時間が管理されるということで、それは、全校統一したシステムでござ

います。以上です。 

それは、何かタッチしたりするのではなくて、手入力ですか。 

カードがありまして、それをタッチすることで記録されるというものです。 

 

若干補足させていただきますが、子ども達のタブレット端末は、それほど困っていない

のですが、先生方の端末につきましては、授業と校務の両方をこの端末で行うようになっ

たことから、１台の端末にかかる負荷が多くなっております。もう丸３年になるのですが、

そろそろハードディスクがいっぱいになってくるということが起きております。これが満

杯になったら、うんともすんとも言わなくなってしまいます。満タンに近づくと、動作が

ものすごく遅くなって仕事が進まないということが起きており、それを解消するには初期

化するしかないのですが、これが担当のサポートのＳＥしかできないため、各学校順番待

ちになっていて、それができないと仕事がはかどらないということになります。校務でも

授業でも使うので、次に更新するときには、今のスペックだともたないという要望が上が

っているところです。 

他に質問はございませんか。（なし） 
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それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（４）江別市学校給食の在り方検討委員会委員の委嘱についての報告を

求めます。 

三浦給食センター長お願いします。 

報告事項（４）江別市学校給食の在り方検討委員会委員の委嘱について、ご報告いたし

ます。 

お手元の資料をご覧ください。 

はじめに、１設置目的について、ご説明いたします。 

これからも安全で安心な給食を安定的に提供し続けるために、江別市立小中学校におけ

る学校給食の今後の在り方を検討することを目的とした検討委員会を設置し、市が抱える

課題を踏まえ、施設整備及び運営体制等について検討いたします。 

次に、２委員について、ご説明いたします。 

江別市学校給食の在り方検討委員会設置要綱第３条に基づき、関係団体等への推薦依頼

を行ったほか、市民委員の公募により選考を進めた結果、以下の８名へ委員委嘱を行いま

す。 

なお、学識経験者については、学校給食や食育に精通されている方を推薦していただい

ております。 

次に、３任期でございますが、第１回の検討委員会開催日を委嘱日とし、令和７年９月

３０日までの任期となります。 

 最後に、４今後のスケジュール予定でございますが、第１回江別市学校給食の在り方検

討委員会を、令和６年６月５日に開催する予定です。   

 ８月には、第２回の検討委員会を開催し、以降は、２か月ごとを目途に委員会を開催し

ていきます。令和６年度中に５回程度の開催を予定しております。 

以上です。 

ただいま報告のありました、江別市学校給食の在り方検討委員会委員の委嘱について、

質問等がございましたらお受けします。 

（質疑なし） 

それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（５）江別市旧町村農場リニューアルオープンについての報告を求めま

す。 

田中生涯学習課長お願いします。 

報告事項（５）江別市旧町村農場リニューアルオープンについてご報告いたします。 

 資料１ページをご覧ください。江別市旧町村農場は建築後９０年以上が経過し、施設の

老朽化が進んでいることから、令和４年度に実施設計、令和５年度に大規模改修工事を実

施し、江別の酪農の歴史・産業を伝える施設に加え、地域の活性化に寄与する施設として、

装いも新たに令和６年度リニューアルオープンいたします。 

 １経緯及び２改修の概要については、これまで当委員会にご報告してきてたところです

が、資料に記載のとおりとなっております。 

 ３開館時間等については、令和５年９月に記載のとおり江別市旧町村農場条例を改正し、

開館時間、休館日を規定しており、令和６年６月６日に行いますオープニングセレモニー

終了後の１２時から一般の公開を始めます。 

 ４オープニングセレモニーでありますが、令和６年６月６日１０時３０分から、関係者

にご出席いただき、市長挨拶、来賓紹介のほか、テープカットを行い、リニューアルオー

プンいたします。 

 このほか、指定管理者主催によるアンサンブルグループによる演奏を予定しております。 

 ご参考に、資料２ページには旧町村農場配置図を、３，４ページには旧町村邸平面図と

第一牛舎平面図を載せておりますので、ご参照ください。 

 以上です。 

ただいま報告のありました、江別市旧町村農場リニューアルオープンについて、質問等

がございましたらお受けします。 

（質疑なし） 
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それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（６）令和５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関する

報告についての報告を求めます。 

松井スポーツ課長お願いします。 

報告事項（６）令和５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に関する報告に

ついてご説明いたします。 

財団の決算に関する書類につきましては、財団の理事会並びに評議員会において承認さ

れ、市に提出されたものであり、その概要につきまして、ご説明いたします。 

財団の事業の状況及び処務の概要につきましては、第３２期事業報告書の１ページから

４ページに記載されておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

次に、５ページをお開き願います。 

第３の計算書類等に関する事項、１の令和５年度収支計算書につきまして、まず、収入

の部でありますが、主なものとして、２の事業収入は、指定管理事業収入等であり３億６

３１万５０２円となっております。 

 また、３の補助金収入は、江別市からの補助金であり３，９７８万４１７円、これに基

本財産運用収入、寄付金収入及び雑収入を加えた当期収入合計は、３億５，０８０万 

６，７８７円であり、前期繰越収支差額１，５５１万９，５８１円を合わせた収入合計は、 

３億６，６３２万６，３６８円となったものであります。 

 次に、支出の部でありますが、６ページをお開き願います。 

 １の補助事業費は、スポーツ大会開催等に要した経費であり４，００６万７，００５円、 

 ２の受託事業費は、屋外体育施設等の管理業務に要した経費であり１，５４８万 

８，０５７円、３の指定管理事業費は、指定管理施設の管理運営費等に要した経費であり、 

２億９，３４４万８，５３４円となったものであります。 

 次に、７ページをご覧願います。 

その他、自主事業費等を加えた、当期支出合計は、３億５，６３６万２３８円となった

ものであります。 

 この結果、当期収支差額は、マイナス５５５万３，４５１円となり、前期繰越収支差額

を含めた次期繰越収支差額は、９９６万６，１３０円となったものであります。 

 なお、８ページの２収支計算書に対する注記から１３ページの監査報告書までは、それ

ぞれ記載のとおりであります。 

 以上です。 

ただいま報告のありました、令和５年度一般財団法人江別市スポーツ振興財団の決算に

関する報告について、質問等がございましたらお受けします。 

（質疑なし） 

それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

次に、報告事項（７）セラミックアートセンター開館３０周年記念 鈴木藏の志野展の

開催についての報告を求めます。 

兼平セラミックアートセンター事業担当参事お願いします。 

報告事項（７）、セラミックアートセンター開館３０周年記念 鈴木藏の志野展の開催に

ついて、ご説明いたします。 

本展は、セラミックアートセンター開館３０周年を記念して、日本を代表する陶芸家で、 

志野における重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の鈴木藏氏の展覧会を国立工芸館

監修のもと開催するものです。 

志野とは、桃山時代の美濃地方、現在の岐阜県で誕生し、茶の湯の文化とともに隆盛し

たやきもので、柔らかい風合いの白い釉薬と所々に見られる緋色が織りなす味わいが特徴

とされています。 

本展は、３月から６月までの国立工芸館展を皮切りに、江別市、山形県東根市、富山県

富山市、岐阜県多治見市を巡回する予定となっております。 

本展におきまして、陶芸界の人間国宝認定者の作品を紹介することで、本市の文化観光

資源である陶芸文化のＰＲを図るとともに、市外からの来訪者による交流人口の増加を期

待するものであります。 
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それでは、１の開催概要からご説明いたします。 

まず、展覧会名は、市制施行７０周年とセラミックアートセンター開館３０周年記念の

冠名を付して、以下、巡回会場共通の「卒寿記念 人間国宝 鈴木藏の志野」展とするもの

です。 

次に、会期でありますが、６月１５日（土）から７月２８日（日）の休館日を除く３８

日間を予定しております。 

（３）の会場から（５）の観覧料までは記載のとおりであります。 

（６）でありますが、会期中の関連事業の開催や広報周知活動などを、当市在住の陶芸

家北川智浩さんをはじめ、道内工芸家の方々が所属する日本工芸会東日本支部北海道研究

会と、茶道の武者小路千家北海道官休会のご協力をいただくこととなっております。 

展示作品数は（７）記載のとおりとなっており、主な作品を裏面２ページに掲載してお

りますので、後ほどご覧ください。 

 次に、２の関連事業では、講演会、お茶会、陶芸講座を開催いたします。 

まず、講演会でありますが、鈴木藏氏の作品の魅力について、国立工芸館の唐澤館長を

講師にお招きし、６月１５日の午後１時３０分から開催いたします。 

お茶会は、６月１６日と７月１４日のそれぞれ午前１０時３０分から催します。なお、

本席には、センター所蔵の志野茶碗と水指をお使いいただくこととしております。 

陶芸講座は、７月１３日、２０日に、北川智浩さんを講師として開講し、重要文化財に

指定されている志野茶碗の写しを制作する内容です。 

資料２ページには、鈴木藏氏のご経歴と出展作品の一部を掲載しておりますので、ご参

照ください。  

以上です。 

ただいま報告のありました、セラミックアートセンター開館３０周年記念 鈴木藏の志

野展の開催について、質問等がございましたらお受けします。 

（質疑なし） 

それでは、本報告について終了してよろしいですか。 

（一同了承） 

続いて、２の審議事項に入ります。 

審議事項（１）令和６年議案第２７号 江別市立学校管理規則の改正についての説明を

求めます。 

稲田学校教育課長お願いします。 

審議事項（１）議案第２７号 江別市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、ご説明いたします。 

資料１ページをご覧ください。 

はじめに、１ 改正理由でありますが、北海道立学校管理規則の一部を改正する教育委員

会規則の制定により、子育て部分休暇が規定され、また、北海道立学校職員服務規程の一

部を改正する教育長訓令により、請求方法や関係様式が規定されましたことから、その取

扱いに準じて江別市立学校管理規則に子育て部分休暇を新設し、字句の整備を行うととも

に、関係様式を追加するものです。 

２の改正規則につきましては、２ページから５ページに記載のとおりであり、公布の日

から施行し、令和６年４月１日から適用するものであります。 

次に、子育て部分休暇の概要につきまして、既存制度と比較してご説明いたします。 

右上に「議案第２７号関係参考資料」と記載した資料をご覧願います。 

はじめに、１対象となる子ですが、 

（１）既存制度の部分休業では、小学校就学の始期に達するまでの子が対象でありますが、 

（２）今回追加された子育て部分休暇は、①に記載のとおり、小学校在学期間を対象とし

ており、さらに②に記載のとおり、障がいのある子の場合は１８歳までが対象となります。 

こちらの図でお示ししたとおり、既存制度として、小学校就学までは、国が規定する 

部分休業があり、今回は、小学校就学後においても、都道府県独自措置として、子育て部

分休暇が追加されたものであります。 

次に、２取得可能時間等でありますが、上記（１）（２）いずれも、１日につき２時間を

超えない範囲内で、必要と認められる時間取得できますが、その分の給料は減額され、ま

た、代替教職員の補充もありません。 
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以上、ご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

（質疑なし） 

それでは、令和６年議案第２７号 江別市立学校管理規則の改正についてを承認するこ

とにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

次に、審議事項（２）令和６年議案第２８号 江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の

委嘱についての説明を求めます。 

稲田学校教育課長お願いします。 

審議事項（２）議案第２８号 江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱について、 

ご説明いたします。 

資料をご覧願います。 

奨学審議委員会は、修学能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学困難な高

等学校生徒に、その修学に必要な資金の一部を貸与し、生徒が等しくその能力に応ずる教

育を受ける機会を与えることを目的とする、奨学資金貸与条例に基づき設置されているも

ので、奨学資金の貸与者を諮問する機関であります。 

審議会委員は令和５年５月２７日から２年間の任期で委嘱しておりますが、退任により、

欠員を生じましたことから、補欠委員について、選考を進めておりましたところ、１の補

欠委員候補者に記載のとおり、江別市ＰＴＡ連合会から推薦を受けた、前田昭二氏、江別

市小中学校長会から推薦を受けた、佐藤誠氏及び水崎理氏の３名を新たに委嘱するもので

あります。 

２の委員の任期につきましては、本日から前任者の残任期間であります令和７年５月 

２６日まででございます。 

３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿を、２ページに記載しており

ます。 

以上、ご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

委嘱の方と関係ないかもしれないのですが、前年度、奨学資金はどれくらいの人数が借

りているのでしょうか。 

こちらの制度で前年度奨学資金の貸与を受けた方は、全部で３名でございました。 

以上です。 

他に質問はございませんか。（なし） 

それでは、令和６年議案第２８号 江別市奨学審議委員会委員の補欠委員の委嘱につい

てを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

次に、審議事項（３）令和６年議案第２９号 江別市立小学校及び中学校通学区域審議

会委員の補欠委員の委嘱についての説明を求めます。 

稲田学校教育課長お願いします。 

審議事項（３）議案第２９号 江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補欠委

員の委嘱について、ご説明いたします。 

資料をご覧願います。 

通学区域審議会は、通学区域審議会条例に基づき設置されているもので、児童生徒の通

学区域の設定及び変更に関する事項について、教育委員会からの諮問に応じる機関であり

ます。 

審議委員は、令和５年６月１４日から２年間の任期で委嘱しておりますが、 

退任等により、欠員を生じましたことから、補欠委員について選考を進めておりましたと

ころ、１の補欠委員候補者に記載のとおり、江別市ＰＴＡ連合会から推薦を受けた、佐藤

和恵氏、 小田拓司氏、安澤麻里子氏、佐々木一典氏、江別市小中学校長会から推薦を受

けた、田中美由紀氏、及び千葉則理氏、江別市小中学教頭会から推薦を受けた 舟崎洋史

氏、以上７名を新たに委嘱するものであります。 

２の委員の任期につきましては、本日から前任者の残任期間であります令和７年６月 



11 

 

 

 

 

 

黒川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中生涯学習

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀井郷土資料

館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒川教育長 

 

１３日まででございます。 

３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿を、２ページに記載しており

ます。 

以上、ご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

（質疑なし） 

それでは、令和６年議案第２９号 江別市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の補

欠委員の委嘱についてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

次に、審議事項（４）令和６年議案第３０号 江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱に

ついての説明を求めます。 

田中生涯学習課長お願いします。 

審議事項（４）議案第３０号 江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱についてご説明い

たします。資料をご覧願います。 

 江別市社会教育委員は、社会教育法第 15条の規定並びに江別市社会教育委員条例に基づ

き委嘱されるもので、社会教育に関し、教育委員会に助言するための職務を行うものであ

ります。 

 社会教育委員は、令和４年８月から２年間の任期で委嘱しておりますが、このたび、委

員の退任に伴い、欠員が生じましたことから、補欠委員について選考を進めておりました

ところ、１の補欠委員候補者に記載のとおり、江別市小中学校長会から推薦を受けた、大

麻中学校 藤村 哲子校長を新たに委嘱するものであります。  

 ２の補欠委員の任期につきましては、前任者の残任期間とし、本日から、令和６年７月

３１日までの期間であります。  

 ３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿を別紙に記載しておりますの

でご参照ください。 

 以上、ご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

（質疑なし） 

それでは、令和６年議案第３０号 江別市社会教育委員の補欠委員の委嘱についてを承

認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

次に、審議事項（５）令和６年議案第３１号 江別市文化財保護委員会委員の補欠委員

の委嘱についての説明を求めます。 

堀井郷土資料館長お願いします。 

議案第３１号 江別市文化財保護委員会委員の補欠委員の委嘱について、ご説明いたし

ます。 

資料をご覧願います。 

江別市文化財保護委員会は、文化財保護法第１９０条に基づき設置しているもので、か

かる文化財保護委員につきましては、江別市文化財保護条例の規定に基づき、１０名の委

員を委嘱しております。 

文化財保護委員は、令和４年８月１日から２年間の任期で委嘱しておりますが、４月１

日付け人事異動により欠員が生じましたことから、補欠委員について選考を進めておりま

したところ、１の補欠委員候補者に記載のとおり、江別市小中学校長会から推薦を受けた

東野幌小学校長の得能敏宏さんを新たに委嘱するものであります。 

２の補欠委員の任期につきましては、前任者の残任期間とし、本日から令和６年７月 

３１日までの期間であります。 

３の委員名簿につきましては、新委員を含めた委員の名簿を次ページに記載しておりま

す。 

以上、ご説明いたしましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ただいま説明のありました本件に対する質問等がございましたらお受けいたします。 

（質疑なし） 
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それでは、令和６年議案第３１号 江別市文化財保護委員会委員の補欠委員の委嘱につ

いてを承認することにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

それでは、そのように承認いたします。 

続いて、３のその他に入ります。 

次回教育委員会予定案件及び日程について、説明を求めます。 

山崎総務課長お願いします。 

次回の教育委員会の案件でございますが、報告事項として、令和６年第２回江別市議会

定例会の一般質問について、令和６年度青少年キャンプ村こんがり王国の開催について、

審議事項として、江別市青少年健全育成協議会委員の委嘱についてなどを予定しておりま

す。 

また、次回の定例教育委員会の日程でございますが、６月２７日木曜日午後２時３０分

からと考えておりますが、各委員のご都合等はいかがでしょうか。 

ただいまありましたように、次回の定例教育委員会は、６月２７日木曜日午後２時３０

分からということで、皆様よろしいですか。 

（一同了承） 

以上をもちまして、第５回定例教育委員会を終了いたします。 

（閉会） 

                                    終了 午後４時０３分 

 

 

 

 

 

 

 

 署名人（教育長） 黒川 淳司 

 

 

 署 名 人    林  大輔 


